
資料Ⅲ（各サービスごと） 

２. 訪問系サービス 



①  人員に関する基準 

指定基準でサービス種類別に定めている人員は、最低限の人員配置であるため、人員 

基準を満たさない場合や適切な運営が見込めない場合は、指定の取消し等の行政処分が

行われる可能性があることに留意してください。 

 

Ｔｉｐｓ） 月ごとに勤務形態一覧表を作成するとともに、基準上必要な人員を満たし

ているか毎月確認しましょう。 

 

従業者の出退勤記録は、実際の出勤時間・退勤時間に基づいて作成する必要があるが、

代表取締役（法人役員）等であっても、基準上必要な職種である場合は、人員の充足を

挙証できるようタイムカード又は出勤簿などの出勤時間・退勤時間が記された記録を作

成してください。 

 

一定の資格が必要な職種の配置に当たっては、資格の確認を事業者の責任により行う 

とともに、有効期間のある資格の場合は、更新時に再度、有資格者たる事実を確認し、確

認した書類の写し等を保存してください。 

 

 

②  運営に関する基準（サービス提供の記録） 

サービスを提供した場合は、サービスの提供日、提供時間、具体的なサービスの内容、

利用者（入所者）の心身の状況その他必要な事項等を書面等（サービス提供記録、業務日

誌等）に記録してください。 

 

    また、サービス提供時間の記載について、居宅サービス計画等に記載された時間をその

まま記載するのではなく、原則として、実際に提供した時間（開始時間・終了時間）を

【指導事例】 

・人員基準上必要な常勤換算方法で２．５以上を確保していない。 

・勤務形態一覧表（実績）に実態と乖離した勤務時間数が記載されていた。 

・出勤簿の勤怠と勤務形態一覧表（実績）が一致していない部分が見られた。 

・一定の資格が必要な職種について、資格の確認ができる書類を整備していない。 

・従業者の出退勤記録がなく、勤務実態が確認できない。 

【指導事例】 

・提供したサービス内容とサービス付き高齢者向け住宅サービスとして提供したインフォ

ーマルサービスの内容が区別できていない。 

・実態とは異なる時間帯を記載していた 

・居宅サービス計画（ケアプラン）の指定とは別の時間帯でサービスの提供を行ってい

た。 



記録してください。 

 

Ｔｉｐｓ） サービスの提供の記録は、請求の根拠資料であるとともに、具体的なサービ

ス内容を証明する重要な記録です。介護報酬の請求業務の際は、サービスの提

供の記録等により、適切にサービスの提供が行われたことを確認したうえで、

請求を行うようにしてください。 
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